
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日

法
律
第
二
十
二
号

平
成
二
十
年
二
月
一
日

政
令
第
二
十
号

平
成
二
十
年
二
月
一
日

内
閣
府
・
総
務
省
・
法
務
省
・
財
務
省
・
厚
労
省
・
農
水
省

※
本
紙
掲
載
の
法
令
は
平
成
二
十
三
年
五
月
現
在
の
抜
粋
簡
略
版
で
す
。

※
本
紙
掲
載
の
政
令
は
平
成
二
十
五
年
一
月
現
在
の
抜
粋
簡
略
版
で
す
。

※
本
紙
掲
載
の
省
令
は
平
成
二
十
五
年
一
月
現
在
の
抜
粋
簡
略
版
で
す
。

（
国
、
地
方
公
共
団
体
、
人
格
の
な
い
社
団
又
は
財
団
そ
の
他
の
政
令
で
定

（
国
等
に
準
ず
る
者
）

（本
人
確
認
義
務
等
）

め
る
も
の
）

第
八
条

令
第
十
二
条
第
九
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の

第
四
条

特
定
事
業
者
（
第
二
条
第
二
項
第
三
十
九
号
に
掲
げ
る
特
定
事
業

第
十
二
条

法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に

各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

者
（
第
八
条
に
お
い
て
「
弁
護
士
等
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
顧

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

勤
労
者
財
産
形
成
基
金

客
（
同
項
第
三
十
五
号
に
掲
げ
る
特
定
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
利
用
者
た
る
顧

一

国

二

厚
生
年
金
基
金

客
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
（
以
下

二

地
方
公
共
団
体

三

国
民
年
金
基
金

「
顧
客
等
」
と
い
う
。
）
と
の
間
で
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
事
業
者
の

三

人
格
の
な
い
社
団
又
は
財
団

四

国
民
年
金
基
金
連
合
会

区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
業
務
（
以
下
「
特
定
業
務
」
と

四

独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人

五

企
業
年
金
基
金

い
う
。
）
の
う
ち
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
取
引
（
以
下
「
特
定
取
引
」
と
い
う
。
）

五

国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
資
本
金
、
基
本
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず

六

令
第
八
条
第
一
項
第
一
号
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
契
約
の
う
ち
、
被
用
者

を
行
う
に
際
し
て
は
、
運
転
免
許
証
の
提
示
を
受
け
る
方
法
そ
の
他
の
主
務

る
も
の
の
二
分
の
一
以
上
を
出
資
し
て
い
る
法
人
（
前
号
、
次
号
及
び

の
給
与
等
か
ら
控
除
さ
れ
る
金
銭
を
預
金
若
し
く
は
貯
金
又
は
同
号
ロ
に
規

省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
顧
客
等
に
つ
い
て
、
本
人
特
定
事
項
（
当

第
八
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

）

定
す
る
定
期
積
金
等
と
す
る
も
の
を
締
結
す
る
被
用
者

該
顧
客
等
が
自
然
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
氏
名
、
住
居
（本
邦
内
に
住
居

。

六

外
国
政
府
、
外
国
の
政
府
機
関
、
外
国
の
地
方
公
共
団
体
、
外
国
の

七

第
二
条
第
四
号
に
掲
げ
る
信
託
契
約
を
締
結
す
る
被
用
者

を
有
し
な
い
外
国
人
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
主
務
省
令
で
定
め

中
央
銀
行
又
は
我
が
国
が
加
盟
し
て
い
る
国
際
機
関

八

団
体
扱
い
保
険
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
共
済
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
被

る
事
項
）
及
び
生
年
月
日
を
い
い
、
当
該
顧
客
等
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

七

勤
労
者
財
産
形
成
貯
蓄
契
約
等
を
締
結
す
る
勤
労
者

用
者

て
は
名
称
及
び
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

八

金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
第
二
十
七
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証

九

令
第
八
条
第
一
項
第
一
号
リ
に
規
定
す
る
契
約
の
う
ち
、
被
用
者
の
給
与

の
確
認
（以
下
「本
人
確
認
」
と
い
う
。
）を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

券
（
金
融
商
品
取
引
法
第
六
十
七
条
の
十
八
第
四
号
に
規
定
す
る
取
扱

等
か
ら
控
除
さ
れ
る
金
銭
を
当
該
行
為
の
対
価
と
す
る
も
の
を
締
結
す
る
被

２

特
定
事
業
者
は
、
顧
客
等
の
本
人
確
認
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
会
社
の
代

有
価
証
券
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く

）
の
発
行
者

用
者

表
者
が
当
該
会
社
の
た
め
に
当
該
特
定
事
業
者
と
の
間
で
特
定
取
引
を
行
う

。

九

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る

十

令
第
八
条
第
一
項
第
一
号
カ
に
規
定
す
る
契
約
の
う
ち
、
被
用
者
の
給
与

と
き
そ
の
他
の
当
該
特
定
事
業
者
と
の
間
で
現
に
特
定
取
引
の
任
に
当
た
っ
て

も
の

等
か
ら
控
除
さ
れ
る
金
銭
に
よ
り
返
済
が
さ
れ
る
も
の
を
締
結
す
る
被
用
者

い
る
自
然
人
が
当
該
顧
客
等
と
異
な
る
と
き
（
次
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除

十
一

有
価
証
券
の
売
買
を
行
う
外
国
（
国
家
公
安
委
員
会
及
び
金
融
庁
長
官

く
。
）
は
、
当
該
顧
客
等
の
本
人
確
認
に
加
え
、
当
該
特
定
取
引
の
任
に
当
た

が
指
定
す
る
国
又
は
地
域
に
限
る

）
の
市
場
に
上
場
又
は
登
録
し
て
い
る
会

っ
て
い
る
自
然
人
（
以
下
「
代
表
者
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
も
、
本
人
確
認
を

。

社

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

顧
客
等
が
国
、
地
方
公
共
団
体
、
人
格
の
な
い
社
団
又
は
財
団
そ
の
他
の
政

令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
顧
客
等
の
た
め
に
当
該
特
定
事

業
者
と
の
間
で
現
に
特
定
取
引
の
任
に
当
た
っ
て
い
る
自
然
人
を
顧
客
等
と

み
な
し
て
、
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

４

顧
客
等
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
顧
客
等
と
み
な
さ
れ
る
自
然
人
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
）
及
び
代
表
者
等
は
、
特
定
事
業
者
が
本
人
確
認
を
行
う
場
合

に
お
い
て
、
当
該
特
定
事
業
者
に
対
し
て
、
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
の
本
人

特
定
事
項
を
偽
っ
て
は
な
ら
な
い
。


